
（注1）特別支援学校教諭一種免許状を取得するためには、基礎資格として幼稚園・小学校・中学校・高等学校教諭免許状（一種または二種）のいずれかが必要です。教員免許状を１つも持っていない方が本校で特別支援学校教諭一種免許状を取得するためには、
           幼稚園・小学校・中 学校・高等学校教諭一種免許状のうち、いずれかの資格課程登録を同時に行い、所定の費用を納入し、追加で単位を修得する必要があります。なお、養護教諭一種免許状を基礎資格とすることはできません。
（注2）卒業後、公益社団法人日本心理学会への資格申請手続きが必要です。
（注３）卒業時取得資格ではありません。
（注4）卒業後、実務経験を1年以上積むことで、資格が得られます。大学での証明書発行は行いませんので予めご了承ください。
（注5）介護福祉学科では専門士を、教育学科、社会福祉学科では高度専門士を取得できます。（注6）3年次・4年次編入学生は取得できません。※詳しい出願資格に関しては募集要項を参照してください。

教育学科、社会福祉学科に3年次編入学ができます！
大学や短大を卒業、または卒業時に専門士の称号が付与される専門学校（専修学校専門課程）を卒業している方は3年次編入学ができます。
2年間で大卒と資格取得をめざします。　※社会福祉学科保育児童福祉コースの編入学をご希望の方は事前にお問い合わせください。




